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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　磁性基材、光学基材及び半導体基材の少なくとも一つから選択される基材を研磨するた
めの形状記憶ケミカルメカニカル研磨パッドであって、
　稠密化状態に固定された研磨層を含み、
　研磨層が、本来の形状とプログラム形状との間で変形可能な形状記憶マトリックス材料
を含み、
　本来の状態にある研磨層は、形状記憶マトリックス材料がその本来の形状にあるときの
本来の厚さＯＴを示し、
　研磨層は、形状記憶マトリックス材料がプログラム形状にされたときの稠密化状態での
稠密化厚さＤＴを示し、
　ＤＴ≦ＯＴの８０％であり、
　研磨層が、基材を研磨するために適合された研磨面を有するものである形状記憶ケミカ
ルメカニカル研磨パッド。
【請求項２】
　研磨層が２０～１５０ミルの稠密化厚さを有する、請求項１記載の形状記憶ケミカルメ
カニカル研磨パッド。
【請求項３】
　研磨層が、基材の研磨を促進するためのマクロテキスチャを示し、マクロテキスチャが
穿孔及び溝の少なくとも一つを含む、請求項１記載の形状記憶ケミカルメカニカル研磨パ
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ッド。
【請求項４】
　形状記憶マトリックス材料が網状ネットワークを形成する、請求項１記載の形状記憶ケ
ミカルメカニカル研磨パッド。
【請求項５】
　研磨層が、中空コアポリマー材料、液体充填中空コアポリマー材料、水溶性材料及び不
溶性相材料から選択される複数の微小要素をさらに含む、請求項１記載の形状記憶ケミカ
ルメカニカル研磨パッド。
【請求項６】
　複数の微小要素が、研磨層全体に均一に分散した中空コアポリマー材料を含む、請求項
５記載の形状記憶ケミカルメカニカル研磨パッド。
【請求項７】
　形状記憶ケミカルメカニカル研磨パッドを製造する方法であって、
　本来の形状とプログラム形状との間で変形可能な形状記憶マトリックス材料を提供する
こと、
　本来の形状にある形状記憶マトリックス材料を含む、本来の厚さＯＴを示す本来の状態
にある研磨層を調製すること、
　研磨層を外力に付すこと、
　形状記憶マトリックス材料をプログラム形状にセットして、稠密化厚さＤＴを示す稠密
化状態にある研磨層を提供すること、
　外力を解除すること
を含み、
　ＤＴ≦ＯＴの８０％であり、
　研磨層が、磁性基材、光学基材及び半導体基材の少なくとも一つから選択される基材を
研磨するために適合された研磨面を有するものである方法。
【請求項８】
　複数の微小要素を提供すること、
　複数の微小要素を形状記憶マトリックス材料中に分散させること、
　研磨層を、形状記憶マトリックス材料のガラス転移温度Ｔgよりも高い温度Ｔまで加熱
すること
をさらに含み、
　外力が、研磨層の温度を形状記憶マトリックス材料のＴgよりも高い温度に維持しなが
ら研磨層を稠密化厚さＤＴまで前記研磨パッドの中心軸の方向に圧縮する軸方向力であり
、形状記憶マトリックス材料が、軸方向力を維持しながら研磨層を形状記憶マトリックス
材料のＴg未満の温度まで冷却することによってプログラム形状にセットされる、請求項
７記載の方法。
【請求項９】
　基材を研磨する方法であって、
　磁性基材、光学基材及び半導体基材の少なくとも一つから選択される基材を提供するこ
と、
　稠密化状態に固定された研磨層を含み、研磨層が、本来の形状とプログラム形状との間
で変形可能な形状記憶マトリックス材料を含み、本来の状態にある研磨層は、形状記憶マ
トリックス材料が本来の形状にあるときの本来の厚さＯＴを示し、研磨層は、形状記憶マ
トリックス材料がプログラム形状にされたときの稠密化状態での稠密化厚さＤＴを示し、
ＤＴ≦ＯＴの８０％である形状記憶ケミカルメカニカル研磨パッドを提供すること、及び
　研磨層の研磨面と基材との間に動的な接触を形成して基材の表面を研磨すること
を含む方法。
【請求項１０】
　研磨層のうち、少なくとも研磨面に隣接する部分を活性化刺激に暴露することによって
研磨層の研磨面をコンディショニングすること
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をさらに含み、
　研磨層のうち、活性化刺激に暴露された研磨面に隣接する部分が稠密化状態から復元状
態に転移する、請求項９記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は一般にケミカルメカニカルポリッシング用の研磨パッドの分野に関する。特に
、本発明は、磁性、光学及び半導体基材のケミカルメカニカルポリッシングに有用な稠密
化状態にある研磨層を有する形状記憶ケミカルメカニカル研磨パッドに関する。
【０００２】
　集積回路及び他の電子装置の製造においては、導体、半導体及び絶縁材料の多数の層を
半導体ウェーハの表面に付着させ、半導体ウェーハの表面から除去する。導体、半導体及
び絶縁材料の薄層は、多数の付着技術によって付着させることができる。最新のウェーハ
加工で一般的な付着技術としては、スパッタリングとも知られる物理蒸着法（ＰＶＤ）、
化学蒸着法（ＣＶＤ）、プラズマ増強化学蒸着法（ＰＥＣＶＤ）及び電気化学的めっき法
がある。一般的な除去技術としては、とりわけ、湿式及び乾式の等方性及び異方性エッチ
ングがある。
【０００３】
　材料層が順次に付着され、除去されるにつれ、ウェーハの一番上の面が非平坦になる。
後続の半導体加工（たとえばメタライゼーション）はウェーハが平坦面を有することを要
するため、ウェーハは平坦化されなければならない。望ましくない表面トポグラフィーな
らびに表面欠陥、たとえば粗面、凝集した材料、結晶格子の損傷、スクラッチ及び汚染さ
れた層又は材料を除去するためにはプラナリゼーションが有用である。
【０００４】
　ケミカルメカニカルプラナリゼーション又はケミカルメカニカルポリッシング（ＣＭＰ
）とは、半導体ウェーハのような加工物を平坦化又は研磨するために使用される一般的な
技術である。従来のＣＭＰでは、ウェーハキャリヤ又は研磨ヘッドがキャリヤアセンブリ
に取り付けられる。その研磨ヘッドがウェーハを保持し、ウェーハを、ＣＭＰ装置内でテ
ーブル又はプラテンに取り付けられた研磨パッドの研磨層と接する位置に配する。キャリ
ヤアセンブリがウェーハと研磨パッドとの間に制御可能な圧力を提供する。同時に、研磨
媒（たとえばスラリー）が研磨パッド上に小出しされ、ウェーハと研磨層との間の隙間に
引き込まれる。研磨を施行するためには、研磨パッド及びウェーハが一般に互いに対して
回転する。研磨パッドがウェーハの下で回転すると、ウェーハは一般に環状の研磨トラッ
ク又は研磨領域を掃き出し、その中でウェーハの表面が研磨層と直接的に対面する。ウェ
ーハ表面は、研磨層及び表面上の研磨媒の化学的かつ機械的作用によって研磨され、平坦
化される。
【０００５】
　従来の研磨パッドの場合、安定した研磨性能のための一貫した研磨面を維持するために
パッド表面の「コンディショニング」又は「ドレッシング」が非常に重要である。時間と
ともに研磨パッドの研磨面はすり減って、研磨面のミクロテキスチャが均されてゆく―「
グレージング」と呼ばれる現象。グレージングの起こりは、パッドと加工物との接触点に
おける摩擦加熱及び剪断によるポリマー材料の塑性流である。さらには、ＣＭＰ工程から
の研磨くずが、表面の空隙及び研磨媒が研磨面を流れるときに通過するミクロチャネルを
目詰まりさせるおそれがある。これが起こると、ＣＭＰ工程の研磨速度が低下し、結果と
してウェーハ間又はウェーハ内での不均一な研磨を生じさせることがある。コンディショ
ニングは、ＣＭＰ工程において所望の研磨速度及び均一さを維持するのに有用な新たなテ
キスチャを研磨面上に創製する。
【０００６】
　従来の研磨パッドコンディショニングは、一般に、コンディショニングディスクによっ
て研磨面を機械的に摩耗させることによって達成される。コンディショニングディスクは
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、一般には埋め込まれたダイヤモンドポイントで構成された粗いコンディショニング面を
有する。コンディショニングディスクは、ＣＭＰ工程の断続的な中断の間、研磨が停止し
ているとき（「エクスサイチュー」）又はＣＭＰ工程が進行中であるとき（「インサイチ
ュー」）、研磨面と接触させられる。一般に、コンディショニングディスクは、研磨パッ
ドの回転軸に対して固定された位置で回転し、研磨パッドが回転するとき環状のコンディ
ショニング領域を掃き出す。上記のようなコンディショニング工程は、パッド材料を摩耗
させ、掘り起こし、研磨テキスチャを再生しながら、パッド表面に微視的な溝を刻み込む
。
【０００７】
　従来のコンディショニングディスク上のダイヤモンドは使用とともに鈍化するため、コ
ンディショニングディスクは、一定期間の使用ののち、交換されなければならない。また
、耐用寿命中でも、コンディショニングディスクの有効性は絶えず変化する。
【０００８】
　従来のコンディショニング工程はＣＭＰパッドの摩耗速度に大きく影響する。パッドの
摩耗の約９５％がダイヤモンドコンディショナの摩耗から生じ、加工物（たとえば半導体
ウェーハ）との実際の接触から生じる摩耗は約５％しかないということが一般的である。
【０００９】
　ＣＭＰ加工効率を改善するための一つの手法がSatoへの米国特許第５，７３６，４６３
号に開示されている。Satoは、形状記憶材料で作られた構造を含む研磨パッドの使用を含
むケミカルメカニカルポリッシングの方法であって、構造が、研磨に使用される前には前
記研磨パッドに対して直立状態を有し、研磨に使用された後には疲労状態を有し、研磨を
中止すると、形状記憶材料で作られた前記構造が前記直立状態に戻るものである方法を開
示している。
【００１０】
　それにもかかわらず、最小限の摩耗性コンディショニングで再生することができ、ひい
てはパッド耐用寿命を延ばす研磨面を有するＣＭＰ研磨パッドに対する必要性が絶えずあ
る。
【００１１】
　本発明の一つの態様で、磁性基材、光学基材及び半導体基材の少なくとも一つから選択
される基材を研磨するための形状記憶ケミカルメカニカル研磨パッドであって、稠密化状
態にある研磨層を含み、研磨層が、本来の形状とプログラム形状との間で変形可能な形状
記憶マトリックス材料を含み、研磨層が、形状記憶マトリックス材料がその本来の形状に
あるときには本来の厚さＯＴを示し、研磨層が、形状記憶マトリックス材料がプログラム
形状にあるときには稠密化状態で稠密化厚さＤＴを示し、ＤＴ≦ＯＴの８０％であり、研
磨層が、基材を研磨するために適合された研磨面を有するものである形状記憶ケミカルメ
カニカル研磨パッドが提供される。
【００１２】
　本発明のもう一つの態様で、形状記憶ケミカルメカニカル研磨パッドを製造する方法で
あって、本来の形状とプログラム形状との間で変形可能な形状記憶マトリックス材料を提
供すること、本来の形状にある形状記憶マトリックス材料を含む、本来の厚さＯＴを示す
本来の状態にある研磨層を調製すること、研磨層を外力に付すこと、形状記憶マトリック
ス材料をプログラム形状にセットして、稠密化厚さＤＴを示す稠密化状態にある研磨層を
提供すること、外力を解除することを含み、ＤＴ≦ＯＴの８０％であり、研磨層が、磁性
基材、光学基材及び半導体基材の少なくとも一つから選択される基材を研磨するために適
合された研磨面を有するものである方法が提供される。
【００１３】
　本発明のもう一つの態様で、形状記憶ケミカルメカニカル研磨パッドを製造する方法で
あって、本来の形状とプログラム形状との間で変形可能な形状記憶マトリックス材料を提
供すること、本来の形状にある形状記憶マトリックス材料を含む、本来の厚さＯＴを示す
本来の状態にある研磨層を調製すること、研磨層を外力に付すこと、形状記憶マトリック
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ス材料をプログラム形状にセットして、稠密化厚さＤＴを示す稠密化状態にある研磨層を
提供すること、外力を解除することを含み、ＤＴ≦ＯＴの８０％であり、研磨層が、磁性
基材、光学基材及び半導体基材の少なくとも一つから選択される基材を研磨するために適
合された研磨面を有するものである方法が提供される。
【００１４】
　本発明のもう一つの態様で、形状記憶ケミカルメカニカル研磨パッドを製造する方法で
あって、本来の形状とプログラム形状との間で変形可能な形状記憶マトリックス材料を提
供すること、本来の形状にある形状記憶マトリックス材料を含む、本来の厚さＯＴを示す
本来の状態にある研磨層を調製すること、研磨層の少なくとも一部を≧｛Ｔg－１０℃｝
の温度（Ｔgは形状記憶マトリックス材料のガラス転移温度である）まで加熱すること、
研磨層を、研磨層を軸方向に圧縮する軸方向力である外力に付すこと、形状記憶マトリッ
クス材料をプログラム形状にセットして、稠密化厚さＤＴを示す稠密化状態にある研磨層
を提供すること（研磨層は、軸方向力を維持しながら＜（Ｔg－１０℃）の温度まで冷却
されることによって稠密化状態にセットされる）、軸方向力を解除することを含み、ＤＴ
≦ＯＴの８０％であり、研磨層が、磁性基材、光学基材及び半導体基材の少なくとも一つ
から選択される基材を研磨するために適合された研磨面を有するものである方法が提供さ
れる。
【００１５】
　本発明のもう一つの態様で、形状記憶ケミカルメカニカル研磨パッドを製造する方法で
あって、本来の形状とプログラム形状との間で変形可能な形状記憶マトリックス材料を提
供すること、複数の微小要素を提供すること、複数の微小要素を形状記憶マトリックス材
料中に分散させること、本来の形状にある形状記憶マトリックス材料を含む、本来の厚さ
ＯＴを示す本来の状態にある研磨層を調製すること、研磨層を、形状記憶マトリックス材
料のガラス転移温度Ｔgよりも高い温度まで加熱すること、研磨層の温度を形状記憶マト
リックス材料のＴgよりも高い温度に維持しながら軸方向力を加えて研磨層を稠密化厚さ
ＤＴまで軸方向に圧縮すること、軸方向力を維持しながら研磨層を形状記憶マトリックス
材料のＴg未満の温度まで冷却することによって形状記憶マトリックス材料をプログラム
形状でセットすること、軸方向力を解除することを含み、ＤＴ≦ＯＴの８０％であり、研
磨層が、基材を研磨するために適合された研磨面を有し、基材が、磁性基材、光学基材及
び半導体基材の少なくとも一つから選択されるものである方法が提供される。
【００１６】
　本発明のもう一つの態様で、基材を研磨する方法であって、磁性基材、光学基材及び半
導体基材の少なくとも一つから選択される基材を提供すること、稠密化状態にある研磨層
を含み、研磨層が、本来の形状とプログラム形状との間で変形可能な形状記憶マトリック
ス材料を含み、その本来の状態にある研磨層が、形状記憶マトリックス材料が本来の形状
にあるときには本来の厚さＯＴを示し、研磨層が、形状記憶マトリックス材料がプログラ
ム形状にあるときには稠密化状態で稠密化厚さＤＴを示し、ＤＴ≦ＯＴの８０％である形
状記憶ケミカルメカニカル研磨パッドを提供すること、及び研磨層の研磨面と基材との間
に動的な接触を形成して基材の表面を研磨することを含む方法が提供される。
【００１７】
　本発明のもう一つの態様で、基材を研磨する方法であって、磁性基材、光学基材及び半
導体基材の少なくとも一つから選択される基材を提供すること、稠密化状態にある研磨層
を含み、研磨層が、本来の形状とプログラム形状との間で変形可能な形状記憶マトリック
ス材料を含み、その本来の状態にある研磨層が、形状記憶マトリックス材料が本来の形状
にあるときには本来の厚さＯＴを示し、研磨層が、形状記憶マトリックス材料がプログラ
ム形状にあるときには稠密化状態で稠密化厚さＤＴを示し、ＤＴ≦ＯＴの８０％である形
状記憶ケミカルメカニカル研磨パッドを提供すること、研磨層の研磨面と基材との間に動
的な接触を形成して基材の表面を研磨すること、及び研磨層のうち、少なくとも研磨面に
隣接する部分を活性化刺激に暴露することによって研磨層をインサイチュー又はエクスサ
イチューで再生することを含み、活性化刺激への暴露が、研磨層のうち、少なくとも研磨
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面に隣接する部分を復元状態に転移させるものである方法が提供される。
【００１８】
詳細な説明
　請求の範囲を含む本明細書で使用する「繊維形態」とは、位相ドメインが三次元形状を
有し、その一つの次元が他の二つの次元よりもずっと大きい位相の形態をいう。
【００１９】
　請求の範囲を含む本明細書で使用する「研磨媒」とは、砥粒含有研磨溶液及び非砥粒含
有溶液、たとえば無砥粒及び反応液研磨溶液を包含する。
【００２０】
　請求の範囲を含む本明細書で使用する「実質的弛緩」とは、花崗岩ベース比較器（たと
えば、Chicago Dial Indicatorカタログ番号6066-10）を使用して計測して、研磨層の平
均厚さの≧２％増を生じさせるのに十分な、研磨層中の形状記憶マトリックス材料の弛緩
をいう。
【００２１】
　請求の範囲を含む本明細書で研磨面を参照して使用する「実質的に円形の断面」とは、
中心軸から研磨面の外周までの断面の半径ｒがその断面に関して≦２０％しか変化しない
ことをいう（図４を参照）。
【００２２】
　本発明の形状記憶マトリックス材料のガラス転移温度（「Ｔg」）は、熱流対温度転移
における中点値をＴg値としてとる、示差走査熱量測定（ＤＳＣ）によって計測される。
【００２３】
　請求の範囲を含む本明細書で本発明の形状記憶ケミカルメカニカル研磨パッドの研磨層
を参照して使用する「本来の状態」とは、それを外力に付して可逆性変形を「固定」して
研磨層を稠密化状態にセットする前の、作られたままの状態をいう。
【００２４】
　請求の範囲を含む本明細書で研磨面を参照して使用する「ミクロテキスチャ」とは、製
造後の研磨面に固有の微視的バルクテキスチャをいう。研磨面の静的形態又は微視的バル
クテキスチャに影響する要因のいくつかは、波、穴、しわ、うね、スリット、凹み、突起
及び隙間をはじめとする性質及びテキスチャならびに個々の形体又はアーチファクトのサ
イズ、形状及び分布、頻度又は間隔である。ミクロテキスチャは一般に、概ねランダムで
あり、研磨層の製造方法に固有の要因の結果である。
【００２５】
　請求の範囲を含む本明細書で研磨面を参照して使用する「マクロテキスチャ」とは、研
磨面のエンボス加工、スカイビング、穿孔及び／又は機械加工によって加えることができ
る大きめのテキスチャ付きアーチファクトをいう。
【００２６】
　請求の範囲を含む本明細書で使用する「形状記憶マトリックス材料」とは、形状記憶効
果を示す能力を有する材料をいう。すなわち、以下の固有性を示す材料又は材料の組み合
わせである。（１）外力に暴露されたとき少なくとも一つの空間次元で変形することがで
きる。（２）外力を解除したのち少なくとも一つの空間次元における変形の程度を固定し
、維持することができる。（３）活性化刺激に付されたとき少なくとも一つの空間次元で
復元を示すことができる。形状記憶マトリックス材料は、その環境の変化に応じて所定の
やり方で反応するように設計され、製造されている高性能材料の１種である。形状記憶マ
トリックス材料は、本来の形状から変形させ、一時的（プログラム）形状に固定すること
ができ、活性化刺激に暴露されると、反応して本来の形状を近似する復元形状に復元する
ことができる。
【００２７】
　形状記憶効果は、形状記憶マトリックス材料において「プログラム形状」をプログラミ
ングすること及び、その後、形状記憶マトリックス材料が活性化刺激に暴露されたとき、
形状記憶マトリックス材料をして「復元形状」（本来の形状を近似する）に復元させるこ
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とを含む。形状記憶マトリックス材料は、従来の方法によって本来の形状に加工される。
その後、外力への暴露によって変形させられ、所望のプログラム形状が固定される。この
後者の工程を本明細書でプログラミングと呼ぶ。
【００２８】
　本発明のいくつかの実施態様では、形状記憶マトリックス材料の組成は特に限定されな
い。
【００２９】
　本発明のいくつかの実施態様では、形状記憶マトリックス材料は少なくとも一つのポリ
マーを含む。これらの実施態様のいくつかの態様では、形状記憶マトリックス材料は、少
なくとも一つの硬質セグメント及び少なくとも一つの軟質セグメントを含むセグメント化
ブロックコポリマーから選択される少なくとも一つのポリマーを含む。これらの実施態様
のいくつかの態様で、形状記憶マトリックス材料は、ポリエステルベースの熱可塑性ポリ
ウレタン、ポリエーテルベースのポリウレタン、ポリエチレンオキシド、ポリ（エーテル
エステル）ブロックコポリマー、ポリアミド、ポリ（アミドエステル）、ポリ（エーテル
アミド）コポリマー、ポリビニルアルコール、ポリビニルピロリドン、ポリビニルピリジ
ン、ポリアクリル酸、ポリメタクリル酸、ポリアスパラギン酸、マレイン酸無水物メチル
ビニルエーテルコポリマー、ポリアクリル酸及びポリアクリル酸エステルのポリビニルメ
チルエーテルコポリマー、スチレン系ポリマー、エポキシドベースのポリマー、ポリシア
ヌレートならびにそれらの組み合わせ（たとえばコポリマー及びブレンド）から選択され
る少なくとも一つのポリマーを含む。これらの実施態様のいくつかの態様では、形状記憶
マトリックス材料は、少なくとも一つの硬質セグメント及び少なくとも一つの軟質セグメ
ントを含むセグメント化ブロックコポリマーを含み、軟質セグメント、硬質セグメント又
はそれらの両方が、「刺激応答性」である、すなわち、活性化刺激に暴露されたとき所望
の量の形状復元を可能にする官能基又は受容体部位を含有する。
【００３０】
　本発明のいくつかの実施態様では、形状記憶マトリックス材料はセグメント化ブロック
コポリマーを含む。これらの実施態様のいくつかの態様では、セグメント化ブロックコポ
リマーは、ポリウレタンエラストマー、ポリエーテルエラストマー、ポリ（エーテルアミ
ド）エラストマー、ポリエーテルポリエステルエラストマー、ポリアミドベースのエラス
トマー、熱可塑性ポリウレタン、ポリ（エーテルアミド）ブロックコポリマー、熱可塑性
ゴム（たとえば非架橋ポリオレフィン）、スチレン－ブタジエンコポリマー、シリコンゴ
ム、合成ゴム（たとえばニトリルゴム及びブチルゴム）、エチレン－酢酸ビニルコポリマ
ー、スチレン－イソプレンコポリマー、スチレン－エチレン－ブチレンコポリマー及びそ
れらの組み合わせから選択される。これらの実施態様のいくつかの態様では、形状記憶マ
トリックス材料は非弾性ポリマーをさらに含む。これらの実施態様のいくつかの態様では
、非弾性ポリマーは、ポリエチレンオキシド、ポリ酢酸のコポリマー及びそれらの組み合
わせから選択される。
【００３１】
　本発明のいくつかの実施態様では、形状記憶マトリックス材料はポリウレタンを含む。
これらの実施態様のいくつかの態様では、ポリウレタンは、ポリエステルベースの芳香族
ポリウレタン、ポリエステルベースの脂肪族ポリウレタン、ポリエーテルベースの脂肪族
及び芳香族ポリウレタンならびにそれらの組み合わせから選択される。
【００３２】
　本発明のいくつかの実施態様では、形状記憶マトリックス材料は、基材を研磨するため
に使用される際に研磨層が付される条件が、研磨層中の形状記憶マトリックス材料うち、
研磨面に隣接するいくらかを活性化してプログラム形状から復元形状に転移させるのに十
分であるようなガラス転移温度Ｔgを有するように選択される。これらの実施態様のいく
つかの態様では、この部分的復元が研磨面を再生するように作用する。これらの実施態様
のいくつかの態様では、この部分的復元はコンディショニング加工を促進して、攻撃的な
コンディショニングの必要性を最小限にする。
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【００３３】
　本発明のいくつかの実施態様では、形状記憶マトリックス材料は、基材を研磨するため
に使用される際に研磨層が付される条件が、研磨中に研磨層の、その稠密化状態からの実
質的弛緩を生じさせないのに十分な高さのガラス転移温度を有するように選択される。請
求の範囲を含む本明細書で使用される「実質的弛緩」とは、研磨層の平均厚さの≧２％増
を生じさせるのに十分な、研磨層中の形状記憶マトリックス材料の復元状態への転移をい
う。
【００３４】
　本発明のいくつかの実施態様では、研磨層は独立気泡フォームである。
【００３５】
　本発明のいくつかの実施態様では、研磨層は連続気泡フォームである。
【００３６】
　本発明のいくつかの実施態様では、研磨層は、独立気泡と連続気泡との組み合わせフォ
ーム材料である。
【００３７】
　本発明のいくつかの実施態様では、研磨層は複数の微小要素をさらに含む。これらの実
施態様のいくつかの態様では、複数の微小要素は研磨層中に均一に分散している。これら
の実施態様のいくつかの態様では、複数の微小要素は、閉じ込められた気泡、中空コアポ
リマー材料、液体充填中空コアポリマー材料、水溶性材料及び不溶性相材料（たとえば鉱
油）から選択される。これらの実施態様のいくつかの態様では、複数の微小要素は、研磨
層全体に均一に分散した中空コアポリマー材料を含む。
【００３８】
　本発明のいくつかの実施態様では、研磨層は、ガス充填中空コアポリマー粒子を含む複
数の微小要素をさらに含む。これらの実施態様のいくつかの態様では、中空コアポリマー
粒子の少なくとも一部は一般に可撓性である。
【００３９】
　本発明のいくつかの実施態様では、研磨層は、流体充填中空コアポリマー粒子を含む複
数の微小要素をさらに含む。これらの実施態様のいくつかの態様では、微小要素は、研磨
作業中に研磨パッドが使用されるときの摩耗によって微小要素が破裂したとき小出しされ
る研磨流体で充填されている。
【００４０】
　本発明のいくつかの実施態様では、研磨層は、研磨作業中に存在する水によって溶かさ
れる水溶性材料を含む複数の微小要素をさらに含む。これらの実施態様のいくつかの態様
では、複数の微小要素は、水溶性無機塩、水溶性糖及び水溶性粒子から選択される。これ
らの実施態様のいくつかの態様では、複数の微小要素は、ポリビニルアルコール、ペクチ
ン、ポリビニルピロリドン、ヒドロキシエチルセルロース、メチルセルロース、ヒドロプ
ロピルメチルセルロース、カルボキシメチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース
、ポリアクリル酸、ポリアクリルアミド、ポリエチレングリコール、ポリヒドロキシエー
テルアクリライト、デンプン、マレイン酸コポリマー、ポリエチレンオキシド、ポリウレ
タン、シクロデキストリン及びこれらの組み合わせから選択される。これらの実施態様の
いくつかの態様では、複数の微小要素は１０～１００μmの重量平均粒度を有する。これ
らの実施態様のいくつかの態様では、複数の微小要素は１５～９０μmの重量平均粒度を
有する。これらの実施態様のいくつかの態様では、複数の微小要素は１５～５０μmの重
量平均粒度を有する。これらの実施態様のいくつかの態様では、複数の微小要素は、たと
えば分枝化、ブロッキング及び架橋によって化学的に修飾して、その溶解度、膨潤度及び
他の固有性を変化させることもできる。これらの実施態様のいくつかの態様では、複数の
微小要素は、ポリアクリロニトリルとポリ塩化ビニリデンとの中空コアコポリマー（たと
えば、スウェーデンSundsvallのAkso NobelのExpancel（商標））を含む。これらの実施
態様のいくつかの態様では、これらの実施態様のいくつかの態様では、複数の微小要素は
シクロデキストリンを含む。
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【００４１】
　本発明のいくつかの実施態様では、研磨層は、格子構造を形成する形状記憶マトリック
ス材料を含む。これらの実施態様のいくつかの態様では、研磨層は、本来の状態にあると
き、形状記憶マトリックス材料を≦７０容量％含む。これらの実施態様のいくつかの態様
では、研磨層は、少なくとも二つの格子構造の反復層を含む。
【００４２】
　本発明のいくつかの実施態様では、研磨層中の形状記憶マトリックス材料は網状ネット
ワークを形成する。これらの実施態様のいくつかの態様では、網状ネットワークはらせん
配列形態を示す。これらの実施態様のいくつかの態様では、網状ネットワークは線維形態
を示す。これらの実施態様のいくつかの態様では、網状ネットワークは構造部材の相互接
続ネットワークを含む。これらの実施態様のいくつかの態様では、構造部材の相互接続ネ
ットワークは、個々の要素が完全な水平から完全な垂直までのすべての角度で配置されて
いる開放相互接続ネットワークを包含する。これらの実施態様のいくつかの態様では、相
互接続ネットワークは、それによって形成される空間に対して明確に反復するサイズ又は
形状が存在しない細長い相互接続要素の完全にランダムなアレイを含む。これらの実施態
様のいくつかの態様では、研磨層は、空間に対して明確に反復するサイズ又は形状が存在
しない又は多くの要素が高度にカーブ、枝分かれ又は絡み合っている細長い相互接続要素
の完全にランダムなアレイに形成された形状記憶マトリックス材料を含む。これらの実施
態様のいくつかの態様では、相互接続ネットワークは、橋のトラス、高分子の他着モデル
及びヒトの相互接続神経ネットワークに似ている。
【００４３】
　本発明のいくつかの実施態様では、研磨層は、本来の状態にあるとき、０．２～８０容
量％の気孔及び／又は微小要素の組み合わせ濃度を有する。これらの実施態様のいくつか
の態様では、研磨層は、本来の状態にあるとき、０．３～８０容量％の気孔及び／又は微
小要素の組み合わせ濃度を有する。これらの実施態様のいくつかの態様では、研磨層は、
本来の状態にあるとき、０．５５～７０容量％の気孔及び／又は微小要素の組み合わせ濃
度を有する。これらの実施態様のいくつかの態様では、研磨層は、本来の状態にあるとき
、０．６～６０容量％の気孔及び／又は微小要素の組み合わせ濃度を有する。
【００４４】
　本発明のいくつかの実施態様では、磁性基材、光学基材及び半導体基材の少なくとも一
つから選択される基材を研磨するための形状記憶ケミカルメカニカル研磨パッドは、稠密
化状態にある研磨層を含み、研磨層が、本来の形状（すなわち、作られたままの形状）と
プログラム形状との間で変形可能な形状記憶マトリックス材料を含み、研磨層が、形状記
憶マトリックス材料が本来の形状にあるときには本来の厚さＯＴを示し、研磨層が、形状
記憶マトリックス材料がプログラム形状にあるときには稠密化状態で稠密化厚さＤＴを示
し、ＤＴ≦ＯＴの８０％であり、研磨層が、基材を研磨するために適合された研磨面を有
するものである。これらの実施態様のいくつかの態様では、稠密化厚さＤＴ≦本来の厚さ
ＯＴの７０％である。これらの実施態様のいくつかの態様では、稠密化厚さＤＴは本来の
厚さＯＴの７０～４０％である。これらの実施態様のいくつかの態様では、基材は半導体
基材である。これらの実施態様のいくつかの態様では、基材は半導体ウェーハである。
【００４５】
　本発明のいくつかの実施態様では、研磨層は２０～１５０ミルの稠密化厚さを有する。
これらの実施態様のいくつかの態様では、研磨層は３０～１２５ミルの稠密化厚さを有す
る。これらの実施態様のいくつかの態様では、研磨層は４０～１２０ミルの稠密化厚さを
有する。
【００４６】
　本発明のいくつかの実施態様では、形状記憶ケミカルメカニカル研磨パッドは、研磨機
のプラテンと対面するように適合されている。これらの実施態様のいくつかの態様では、
形状記憶ケミカルメカニカル研磨パッドは、プラテンに固着されるように適合されている
。これらの実施態様のいくつかの態様では、形状記憶ケミカルメカニカル研磨パッドは、
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感圧接着剤又は真空の少なくとも一つを使用してプラテンに固着されるように適合されて
いる。
【００４７】
　本発明のいくつかの実施態様では、形状記憶ケミカルメカニカル研磨パッドは、中心軸
を有し、その中心軸を中心に回転するように適合されている（図４を参照）。これらの実
施態様のいくつかの態様では、形状記憶ケミカルメカニカル研磨パッドの研磨層２１０は
、中心軸２１２に対して実質的に垂直な面にある。これらの実施態様のいくつかの態様で
は、研磨層２１０は、中心軸２１２に対して８０～１００°の角度θにある面で回転する
ように適合されている。これらの実施態様のいくつかの態様では、研磨層２１０は、中心
軸２１２に対して８５～９５°の角度θにある面で回転するように適合されている。これ
らの実施態様のいくつかの態様では、研磨層２１０は、中心軸２１２に対して８９～９１
°の角度θにある面で回転するように適合されている。これらの実施態様のいくつかの態
様では、研磨層２１０は、中心軸２１２に対して垂直な実質的に円形の断面を有する研磨
面１４を有する。これらの実施態様のいくつかの態様では、中心軸２１２に対して垂直な
研磨面２１４の断面の半径ｒは、その断面に関して≦２０％変化する。これらの実施態様
のいくつかの態様では、中心軸２１２に対して垂直な研磨面２１４の断面の半径ｒは、そ
の断面に関して≦１０％変化する。
【００４８】
　本発明のいくつかの実施態様では、形状記憶ケミカルメカニカル研磨パッドは、ベース
層と対面する研磨層を含む。これらの実施態様のいくつかの態様では、研磨層は、接着剤
を使用してベース層に取り付けられる。これらの実施態様のいくつかの態様では、接着剤
は、感圧接着剤、ホットメルト接着剤、コンタクト接着剤及びそれらの組み合わせから選
択される。これらの実施態様のいくつかの態様では、接着剤はホットメルト接着剤である
。これらの実施態様のいくつかの態様では、接着剤はコンタクト接着剤である。これらの
実施態様のいくつかの態様では、接着剤は感圧接着剤である。
【００４９】
　本発明のいくつかの実施態様では、形状記憶ケミカルメカニカル研磨パッドは、研磨層
、ベース層及びベース層と研磨層との間に挿入された少なくとも一つのさらなる層を含む
。
【００５０】
　本発明のいくつかの実施態様では、形状記憶ケミカルメカニカル研磨パッドは、基材の
研磨を促進するためにマクロテキスチャ及びミクロテキスチャの少なくとも一つを示す研
磨面を有する。
【００５１】
　本発明のいくつかの実施態様では、形状記憶ケミカルメカニカル研磨パッドは、マクロ
テキスチャを示す研磨面を有する。これらの実施態様のいくつかの態様では、マクロテキ
スチャは、ハイドロプレーニングの少なくとも一つを緩和し、研磨媒の流れに影響し、研
磨層の剛性を変化させ、エッジ効果を減らし、研磨面と基材との間の区域からの研磨くず
の移送を促進するように設計されている。
【００５２】
　本発明のいくつかの実施態様では、形状記憶ケミカルメカニカル研磨パッドは、穿孔及
び溝の少なくとも一つから選択されるマクロテキスチャを示す研磨面を有する。これらの
実施態様のいくつかの態様では、穿孔は、研磨面から研磨層の厚さの一部又は全部にわた
って延びることができる。これらの実施態様のいくつかの態様では、溝は、研磨中にパッ
ドが回転すると、少なくとも一つの溝が基材上を掃くように研磨面に配設されている。こ
れらの実施態様のいくつかの態様では、溝は、カーブした溝、直線状の溝及びそれらの組
み合わせから選択される。
【００５３】
　本発明のいくつかの実施態様では、研磨層は、溝パターンを含むマクロテキスチャを有
する。これらの実施態様のいくつかの態様では、溝パターンは少なくとも一つの溝を含む
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。これらの実施態様のいくつかの態様では、溝パターンは複数の溝を含む。これらの実施
態様のいくつかの態様では、少なくとも一つの溝は、カーブした溝、まっすぐな溝及びそ
れらの組み合わせから選択される。これらの実施態様のいくつかの態様では、溝パターン
は、たとえば同心的溝（円形でもらせん形でもよい）、カーブした溝、クロスハッチ溝（
たとえばパッド表面上にＸ－Ｙグリッドとして配設）、他の規則的設計（たとえば六角形
、三角形）、タイヤトレッド型パターン、不規則な設計（たとえばフラクタルパターン）
及びそれらの組み合わせを含む溝設計から選択される。これらの実施態様のいくつかの態
様では、溝パターンは、ランダム、同心的、らせん形、クロスハッチ、Ｘ－Ｙグリッド、
六角形、三角形、フラクタル及びそれらの組み合わせから選択される。これらの実施態様
のいくつかの態様では、溝断面形状は、まっすぐな側壁を有する長方形から選択されるか
、又は、溝の断面は「Ｖ」字形、「Ｕ」字形、三角形、鋸歯状及びそれらの組み合わせで
あってもよい。これらの実施態様のいくつかの態様では、溝パターンは、研磨面上で変化
する溝設計である。これらの実施態様のいくつかの態様では、溝設計は、具体的な用途に
合わせて工作される。これらの実施態様のいくつかの態様では、特定の設計における溝寸
法をパッド表面上で変化させて、異なる溝密度の領域を形成することもできる。
【００５４】
　本発明のいくつかの実施態様では、形状記憶ケミカルメカニカル研磨パッドは、少なく
とも一つの溝を含むマクロテキスチャを有する。これらの実施態様のいくつかの態様では
、少なくとも一つの溝は≧２０ミルの深さを有する。これらの実施態様のいくつかの態様
では、少なくとも一つの溝は２０～１００ミルの深さを有する。これらの実施態様のいく
つかの態様では、少なくとも一つの溝は２０～６０ミルの深さを有する。これらの実施態
様のいくつかの態様では、少なくとも一つの溝は２０～５０ミルの深さを有する。
【００５５】
　本発明のいくつかの実施態様では、形状記憶ケミカルメカニカル研磨パッドは、≧１５
ミルの深さ、≧１０ミルの幅及び≧５０ミルのピッチを有する少なくとも二つの溝を含む
溝パターンを含むマクロテキスチャを有する。これらの実施態様のいくつかの態様では、
溝パターンは、≧２０ミルの深さ、≧１５ミルの幅及び≧７０ミルのピッチを有する少な
くとも二つの溝を含む。これらの実施態様のいくつかの態様では、溝パターンは、≧２０
ミルの深さ、≧１５ミルの幅及び≧９０ミルのピッチを有する少なくとも二つの溝を含む
。
【００５６】
　本発明のいくつかの実施態様では、形状記憶ケミカルメカニカル研磨パッドは、ミクロ
テキスチャを示す研磨面を有する。
【００５７】
　本発明のいくつかの実施態様では、形状記憶ケミカルメカニカル研磨パッドを製造する
方法は、本来の形状とプログラム形状との間で変形可能な形状記憶マトリックス材料を提
供すること、本来の形状にある形状記憶マトリックス材料を含む、本来の厚さＯＴを示す
本来の状態にある研磨層を調製すること、研磨層を外力に付すこと、形状記憶マトリック
ス材料をプログラム形状にセットして、稠密化厚さＤＴを示す稠密化状態にある研磨層を
提供すること、外力を解除することを含み、ＤＴ≦ＯＴの８０％であり、研磨層が、磁性
基材、光学基材及び半導体基材の少なくとも一つから選択される基材を研磨するために適
合された研磨面を有するものである。これらの実施態様のいくつかの態様では、稠密化厚
さＤＴ≦本来の厚さＯＴの７０％である。これらの実施態様のいくつかの態様では、稠密
化厚さＤＴは本来の厚さＯＴの７０～４０％である。これらの実施態様のいくつかの態様
では、基材は半導体基材である。これらの実施態様のいくつかの態様では、基材は半導体
ウェーハである。
【００５８】
　本発明のいくつかの実施態様では、形状記憶ケミカルメカニカル研磨パッドを製造する
方法は、研磨層をベース層と対面させることをさらに含む。これらの実施態様のいくつか
の態様では、研磨層は、接着剤を使用してベース層と対面させる。これらの実施態様のい
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くつかの態様では、接着剤は、感圧接着剤、コンタクト接着剤、ホットメルト接着剤及び
それらの組み合わせから選択される。
【００５９】
　本発明のいくつかの実施態様では、形状記憶ケミカルメカニカル研磨パッドを製造する
方法は、本来の形状とプログラム形状との間で変形可能な形状記憶マトリックス材料を提
供すること、本来の形状にある形状記憶マトリックス材料を含む、本来の厚さＯＴを示す
本来の状態にある研磨層を調製すること、研磨層の少なくとも一部を≧｛Ｔg－１０℃｝
の温度まで加熱すること、研磨層を、研磨層を軸方向に圧縮する軸方向力である外力に付
すこと、形状記憶マトリックス材料をプログラム形状にセットして、稠密化厚さＤＴを示
す稠密化状態にある研磨層を提供すること、軸方向力を維持しながら研磨層を＜（Ｔg－
１０℃）の温度まで冷却して、研磨層を稠密化状態でセットすること、及び外力を解除す
ることを含み、Ｔgは形状記憶マトリックス材料のガラス転移温度であり、ＤＴ≦ＯＴの
８０％であり、研磨層が、磁性基材、光学基材及び半導体基材の少なくとも一つから選択
される基材を研磨するために適合された研磨面を有するものである。これらの実施態様の
いくつかの態様では、研磨層は、≧｛Ｔg－１０℃｝かつ形状記憶マトリックス材料の分
解温度未満の温度まで加熱される。これらの実施態様のいくつかの態様では、基材は半導
体基材である。これらの実施態様のいくつかの態様では、基材は半導体ウェーハである。
これらの実施態様のいくつかの態様では、方法は、研磨層をベース層と対面させることを
さらに含む。これらの実施態様のいくつかの態様では、研磨層を加熱し、厚さ方向に圧縮
して、形状記憶マトリックス材料のプログラミングを容易にし、研磨層を本来の状態から
稠密化状態に転移させる。
【００６０】
　本発明のいくつかの実施態様では、形状記憶ケミカルメカニカル研磨パッドを製造する
方法は、マクロテキスチャを研磨層に組み込むことをさらに含む。これらの実施態様のい
くつかの態様では、マクロテキスチャは少なくとも一つの溝を含む。これらの実施態様の
いくつかの態様では、マクロテキスチャは多数の穿孔を含む。これらの実施態様のいくつ
かの態様では、マクロテキスチャは、少なくとも一つの溝と多数の穿孔との組み合わせを
含む。これらの実施態様のいくつかの態様では、マクロテキスチャは、研磨層が稠密化状
態にあるとき研磨層に組み込まれる。これらの実施態様のいくつかの態様では、マクロテ
キスチャは、研磨層が本来の状態にあるとき研磨層に組み込まれる。これらの実施態様の
いくつかの態様では、マクロテキスチャは、研磨層が本来の状態にあるとき研磨層に組み
込まれ、マクロテキスチャのいくらかは、研磨層が稠密化状態にあるとき研磨層に組み込
まれる。
【００６１】
　本発明のいくつかの実施態様では、マクロテキスチャは、研磨層が稠密化状態にあると
き研磨層に組み込まれる。これらの実施態様のいくつかの態様では、マクロテキスチャは
、切削ビットを使用して研磨層に組み込まれる。これらの実施態様のいくつかの態様では
、マクロテキスチャ組み込み加工を考慮して、切削ビット又は研磨層又は両方を冷却して
、プログラム形状から復元形状に転移する形状記憶マトリックス材料の量を減らすことが
望ましいかもしれない。これらの実施態様のいくつかの態様では、マクロテキスチャを研
磨層に組み込む方法は、切削ビットを冷却すること、研磨層のうち、切削ビットに隣接す
る領域を冷却すること又はそれらの組み合わせを含む。これらの実施態様のいくつかの態
様では、冷却は、種々の技術によって、たとえば、圧縮ガスを切削ビットに吹き付けて対
流を促進すること、冷気を切削ビットに吹き付けること、切削ビットに水を噴霧すること
又は冷却ガスを切削ビットに吹き付けることによって達成することができる。これらの実
施態様のいくつかの態様では、冷却は、冷却、液化又は極低温ガス（たとえばアルゴン、
二酸化炭素、窒素）を切削ビット、研磨パッドのうち切削ビットに隣接する領域又はそれ
らの組み合わせに直接吹き付けることによって達成される。これらの実施態様のいくつか
の態様では、冷却、液化又は極低温ガスは、専用のノズルを通して噴霧され、そのノズル
の中で急速に膨張し、冷却し、固体結晶又は液体を形成して熱伝達を促進する。これらの
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実施態様のいくつかの態様では、そのような冷却技術の使用は、物質（たとえば気体、液
体又は結晶）の流れを形成させること及びその流れを指向させて切削ビット、研磨層のう
ち切削ビットに隣接する領域又は両方と遭遇させることを含む。これらの実施態様のいく
つかの態様では、切削ビットに隣接する領域で研磨パッドに向けられる物質の流れは、マ
クロテキスチャ組み込み工程で形成された破片の除去を支援するさらなる効果を有する。
そのような破片の除去は、破片が融解、溶融又は溶接によって研磨層に再付着する危険性
を減らすという点で有益であることができる。マクロテキスチャ組み込み工程での破片除
去が研磨層に再付着する破片の数を減らすという程度まで、研磨層を使用する後続の研磨
作業における欠陥を回避することができる。これらの実施態様のいくつかの態様では、研
磨層全体が極低温に冷却される。これらの実施態様のいくつかの態様では、研磨層全体及
び切削ビットを作動させるために使用される機械加工器具が極低温に冷却される。
【００６２】
　本発明のいくつかの実施態様では、形状記憶マトリックス材料をプログラム形状にセッ
トするために研磨層に加えられる外力は、≧１５０psiの公称圧力を研磨層に加える公称
軸方向力である。これらの実施態様のいくつかの態様では、研磨層に加えられる公称圧力
は≧３００psiである。これらの実施態様のいくつかの態様では、研磨層に加えられる公
称圧力は１５０～１０，０００psiである。これらの実施態様のいくつかの態様では、研
磨層に加えられる公称圧力は３００～５，０００psiである。これらの実施態様のいくつ
かの態様では、研磨層に加えられる公称圧力は３００～２，５００psiである。
【００６３】
　本発明のいくつかの実施態様では、形状記憶ケミカルメカニカル研磨パッドを製造する
方法は、本来の形状とプログラム形状との間で変形可能な形状記憶マトリックス材料を提
供すること、複数の微小要素を提供すること、複数の微小要素を形状記憶マトリックス材
料中に分散させること、本来の形状にある形状記憶マトリックス材料を含む、本来の厚さ
ＯＴを示す本来の状態にある研磨層を調製すること、研磨層を、形状記憶マトリックス材
料のガラス転移温度Ｔgよりも高い温度まで加熱すること、研磨層の温度を形状記憶マト
リックス材料のＴgよりも高い温度に維持しながら軸方向力を加えて研磨層を稠密化厚さ
ＤＴまで軸方向に圧縮すること、軸方向力を維持しながら研磨層を形状記憶マトリックス
材料のＴg未満の温度まで冷却することによって形状記憶マトリックス材料をプログラム
形状でセットすること、及び軸方向力を解除することを含み、ＤＴ≦ＯＴの８０％であり
、研磨層が、基材を研磨するために適合された研磨面を有し、基材が、磁性基材、光学基
材及び半導体基材の少なくとも一つから選択されるものである。これらの実施態様のいく
つかの態様では、方法は、研磨層を研磨機のプラテンと対面させることをさらに含む。こ
れらの実施態様のいくつかの態様では、方法は、感圧接着剤及び真空の少なくとも一つを
使用して研磨層をプラテンと対面させることをさらに含む。これらの実施態様のいくつか
の態様では、方法は、研磨層をベース層と対面させることをさらに含む。これらの実施態
様のいくつかの態様では、方法は、接着剤を使用して研磨層をベース層に付着させること
及び感圧接着剤及び／又は真空を使用してベース層を研磨機のプラテンと対面させること
をさらに含む。これらの実施態様のいくつかの態様では、稠密化厚さＤＴ≦本来の厚さＯ
Ｔの７０％である。これらの実施態様のいくつかの態様では、稠密化厚さＤＴは本来の厚
さの７０～４０％である。これらの実施態様のいくつかの態様では、基材は半導体基材で
ある。これらの実施態様のいくつかの態様では、基材は半導体ウェーハである。
【００６４】
　　本発明のいくつかの実施態様では、その本来の形状にある形状記憶マトリックス材料
を含む研磨層が公知の手段によって調製されて、本来の厚さＯＴを示す本来の状態にある
研磨層を提供する。これらの実施態様のいくつかの態様では、研磨層は、注入成形法、射
出成形法（反応射出成形法を含む）、押し出し成形法、ウェブコーティング法、光重合法
、焼結法、プリント法（インクジェットプリント法及びスクリーンプリント法を含む）、
スピンコーティング法、ウィービング法、スカイビング法及びそれらの組み合わせから選
択される方法によって製造される。これらの実施態様のいくつかの態様では、研磨層は、
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注入成形法とスカイビング法との組み合わせによって調製される。
【００６５】
　本発明のいくつかの実施態様では、研磨層は、形状記憶マトリックス材料のガラス転移
温度Ｔgの周辺又はそれよりも高い温度（すなわち、≧｛Ｔg－１０℃｝）で力を加えて研
磨層を稠密化厚さＤＴまで圧縮し、研磨層をＴg未満の温度まで冷却して稠密化厚さＤＴ
で固定し、研磨層を圧縮するために加えられた力を解除することにより、本来の厚さＯＴ
を有するその本来の状態（すなわち、作られたままの状態）から稠密化厚さＤＴを有する
その稠密化状態に転換される。
【００６６】
　プログラム形状にある研磨層中の形状記憶マトリックス材料は、活性化刺激に付される
と、復元形状に転移することによって反応する。本発明のいくつかの実施態様では、形状
記憶ケミカルメカニカル研磨パッドは、基材を研磨するときの使用中に定期的にコンディ
ショニングされて研磨面を再生する。これらの実施態様のいくつかの態様では、コンディ
ショニング工程は、活性化刺激を研磨層の少なくとも一部に適用することを含む。これら
の実施態様のいくつかの態様では、活性化刺激は、熱、光、電場、磁場、超音波、水及び
それらの組み合わせへの暴露から選択される。活性化刺激に暴露されると、活性化された
研磨層の部分が厚さを復元厚さＲＴまで増す。理想的には、稠密化厚さ全体が活性化刺激
に暴露されたときの研磨層の全復元厚さＴＲＴ（以下、「最大全復元厚さＭＴＲＴ」）は
研磨層の本来の厚さを近似するであろう。しかし、実際には、最大全復元厚さが本来の厚
さに等しいということは重要ではない。これらの実施態様のいくつかの態様では、最大全
復元厚さＭＴＲＴ≧本来の厚さＯＴの８０％である。これらの実施態様のいくつかの態様
では、最大全復元厚さＭＴＲＴ≧本来の厚さＯＴの８５％である。これらの実施態様のい
くつかの態様では、最大全復元厚さＭＴＲＴ≧本来の厚さＯＴの９０％である。
【００６７】
　本発明のいくつかの実施態様では、形状記憶ケミカルメカニカル研磨パッドの研磨層は
、研磨層のうち、少なくとも研磨面に隣接する部分を形状記憶マトリックス材料のガラス
転移温度Ｔg又はそれよりも高い温度まで加熱することにより、使用中に定期的にコンデ
ィショニングされる。この加熱の結果として、研磨層中の形状記憶マトリックス材料のう
ち、研磨面に隣接するいくらかが復元形状に転移して、研磨面を変更し、再コンディショ
ニングする。これらの実施態様のいくつかの態様では、研磨面はまた、従来のコンディシ
ョニング加工にも付される。それにもかかわらず、研磨層の形状記憶マトリックス材料の
うち、少なくとも研磨面に隣接する部分による、復元形状に転移する応答は、類似した研
磨特性を有するいくつかの基材の研磨を可能にし、従来のコンディショニング加工を使用
してパッドを定期的にドレッシング又はコンディショニングする必要性を減らす又は解消
させる。従来のコンディショニングにおけるこの減少が、形状記憶ケミカルメカニカル研
磨パッドの耐用寿命を延ばすのに役立ち、それらの使用コストを下げる。さらには、パッ
ドの穿孔、導電性ライニング付き溝の導入又は導体、たとえば導電性繊維、導電性ネット
ワーク、金属グリッドもしくは金属ワイヤの組み込みが形状記憶ケミカルメカニカル研磨
パッドをｅＣＭＰ（「エレクトロケミカルメカニカルプラナリゼーション」）研磨パッド
に変えることができる。
【００６８】
　本発明のいくつかの実施態様では、形状記憶マトリックス材料の転移温度は、標準研磨
条件が研磨層のその稠密化状態からの実質的弛緩を生じさせないように選択される。
【００６９】
　本発明のいくつかの実施態様では、形状記憶マトリックス材料の転移温度は、研磨工程
中に存在する条件によって誘発される、研磨層中の形状記憶マトリックス材料のうち、研
磨面に隣接する部分のプログラム形状から復元形状への転移を促進するように選択される
。これらの実施態様のいくつかの態様では、転移は、スラリーを加熱することによって誘
発される。これらの実施態様のいくつかの態様では、転移は、研磨工程の厳しさから研磨
面で発生する熱によって誘発される。
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【００７０】
　本発明のいくつかの実施態様では、基材を研磨する方法は、磁性基材、光学基材及び半
導体基材の少なくとも一つから選択される基材を提供すること、稠密化状態にある研磨層
を含み、研磨層が、本来の形状とプログラム形状との間で変形可能な形状記憶マトリック
ス材料を含み、その本来の状態にある研磨層が、形状記憶マトリックス材料が本来の形状
にあるときには本来の厚さＯＴを示し、研磨層が、形状記憶マトリックス材料がプログラ
ム形状にあるときには稠密化状態で稠密化厚さＤＴを示し、ＤＴ≦ＯＴの８０％である形
状記憶ケミカルメカニカル研磨パッドを提供すること、及び研磨層の研磨と基材との間に
動的な接触を形成して基材の表面を研磨することを含む。これらの実施態様のいくつかの
態様では、方法は、研磨層のうち、少なくとも研磨面に隣接する部分を活性化刺激に暴露
することによって研磨面をインサイチュー又はエクスサイチューで再生することをさらに
含み、その場合、活性化刺激が、研磨層のうち、研磨面に隣接する部分を復元状態に転移
させる。これらの実施態様のいくつかの態様では、稠密化厚さＤＴ≦本来の厚さＯＴの７
０％である。これらの実施態様のいくつかの態様では、稠密化厚さＤＴは本来の厚さＯＴ
の７０～４０％である。これらの実施態様のいくつかの態様では、方法は、形状記憶ケミ
カルメカニカル研磨パッドを研磨機のプラテンと対面させることをさらに含む。これらの
実施態様のいくつかの態様では、方法は、感圧接着剤及び真空の少なくとも一つを使用し
て形状記憶ケミカルメカニカル研磨パッドを研磨機のプラテンと対面させることをさらに
含む。これらの実施態様のいくつかの態様では、基材は半導体基材を含む。これらの実施
態様のいくつかの態様では、基材は半導体ウェーハを含む。これらの実施態様のいくつか
の態様では、基材は、一連のパターン付けされた半導体ウェーハを含む。
【００７１】
　本発明のいくつかの実施態様では、基材を研磨する方法は、研磨面と基材との界面に研
磨媒を提供することをさらに含む。
【００７２】
　本発明のいくつかの実施態様では、基材を研磨する方法は、研磨層の研磨面をコンディ
ショニングすることをさらに含む。これらの実施態様のいくつかの態様では、コンディシ
ョニングは、研磨層のうち、少なくとも研磨面に隣接する部分を活性化刺激に暴露するこ
とを含み、研磨層のうち、活性化刺激に暴露された研磨面に隣接する部分は稠密化状態か
ら復元状態に転移する。これらの実施態様のいくつかの態様では、活性化刺激は、熱、光
、磁場、電場、水及びそれらの組み合わせへの暴露から選択される。これらの実施態様の
いくつかの態様では、活性化刺激は熱への暴露である。これらの実施態様のいくつかの態
様で、活性化刺激は熱への暴露であり、研磨層の研磨面のコンディショニングは、研磨層
のうち、研磨面に隣接する部分の温度を≧Ｔgの温度（Ｔgは形状記憶マトリックス材料の
ガラス転移温度である）まで上げることを含む。これらの実施態様のいくつかの態様では
、研磨層のうち、研磨面に隣接する部分の温度はＴg＋１０℃の温度まで加熱される。こ
れらの実施態様のいくつかの態様では、研磨層のうち、研磨面に隣接する部分の温度は≧
Ｔg＋２０℃の温度まで加熱される。これらの実施態様のいくつかの態様では、研磨層の
コンディショニングは、研磨層の厚さのうち、研磨面に隣接する≦５％を≧形状記憶マト
リックス材料のガラス転移温度Ｔgの温度まで加熱することを含む。これらの実施態様の
いくつかの態様では、研磨層のコンディショニングは、研磨層の厚さのうち、研磨面に隣
接する≦２％を≧形状記憶マトリックス材料のガラス転移温度Ｔgの温度まで加熱するこ
とを含む。これらの実施態様のいくつかの態様では、研磨層のコンディショニングは、研
磨層の厚さのうち、研磨面に隣接する≦１％を≧形状記憶マトリックス材料のガラス転移
温度Ｔgの温度まで加熱することを含む。これらの実施態様のいくつかの態様では、研磨
層のコンディショニングは、研磨層の厚さのうち、研磨面に隣接する０．１～５％を≧形
状記憶マトリックス材料のガラス転移温度Ｔgの温度まで加熱することを含む。研磨層の
うち、研磨面に隣接する部分だけに熱を適用することが、形状記憶マトリックス材料のう
ち、研磨層のその部分にあるいくらかを復元形状に転移させると同時に研磨層の残り部分
にある形状記憶マトリックス材料をプログラム形状にとどまらせるのに十分である。
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【００７３】
　本発明のいくつかの実施態様では、研磨層の研磨面のコンディショニングは従来のコン
ディショニング法を含む。これらの実施態様のいくつかの態様では、研磨面のコンディシ
ョニングは、コンディショニングディスク、たとえばダイヤモンドディスクで研磨するこ
とを含む。
【００７４】
　本発明のいくつかの実施態様では、研磨層の研磨面のコンディショニングは、従来のコ
ンディショニング法と活性化刺激への暴露との組み合わせを含む。
【００７５】
　図面を参照しながら本明細書で説明する具体的な実施態様では、活性化刺激は熱への暴
露である。それにもかかわらず、本明細書で提供される教示を与えられるならば、当業者
は、他の活性化刺激、たとえば光、磁場、電場及び／又は水への暴露を使用する方法を察
知するであろう。
【００７６】
　図１には、本発明の一つの実施態様の研磨層の立面図の比較描写が示されている。特に
、図１は、本来の厚さＯＴを有する本来の状態１０にある研磨層と、稠密化厚さＤＴを有
する稠密化状態２０にある同じ研磨層との比較を提供する。
【００７７】
　図２には、本発明の一つの実施態様の研磨層の立面図の比較描写が示されている。特に
、図２は、本来の厚さＯＴを有する本来の状態３０にある研磨層と、稠密化厚さＤＴを有
する稠密化状態４０にある同じ研磨層と、全復元厚さＴＲＴを有し、研磨面３２に隣接す
る復元部分が復元厚さＲＴを有する部分復元状態５０にある同じ研磨層との比較を提供す
る。図２に示す研磨層は、形状記憶マトリックス材料３６内に分散した複数の微小要素３
４を含む。
【００７８】
　図３には、本発明の一つの実施態様の形状記憶ケミカルメカニカル研磨パッドの立面図
が示されている。特に、図３の形状記憶ケミカルメカニカル研磨パッド６０は、研磨面７
２を有する研磨層７０を含み、その研磨層は、形状記憶マトリックス材料７４全体に均一
に分散した複数の微小要素７６を含む。図３の形状記憶ケミカルメカニカル研磨パッド６
０は、研磨層７０と対面したベース層９０をさらに含む。詳細には、ベース層９０は接着
剤層８０によって研磨層７０に接着されている。
【００７９】
　図４には、本発明の一つの実施態様の形状記憶ケミカルメカニカル研磨パッドの斜視図
が示されている。特に、図４は、稠密化厚さＤＴを有する稠密化状態にある単層形状記憶
ケミカルメカニカル研磨パッド２１０を示す。形状記憶ケミカルメカニカル研磨パッド２
１０は研磨面２１４及び中心軸２１２を有する。研磨面２１４は、中心軸２１２に対して
角度θにある面で中心軸２１２から研磨面２１５の外周までの半径ｒを有する実質的に円
形の断面を有する。
【００８０】
　図５には、本発明の一つの実施態様の形状記憶ケミカルメカニカル研磨パッドの平面図
が示されている。特に、図５は、複数のカーブした溝３０５の溝パターンを有する研磨面
３０２を有する形状記憶ケミカルメカニカル研磨パッド３００を示す。
【００８１】
　図６には、本発明の一つの実施態様の形状記憶ケミカルメカニカル研磨パッドの平面図
が示されている。特に、図６は、複数の同心円形の溝３１５の溝パターンを有する研磨面
３１２を有する形状記憶ケミカルメカニカル研磨パッド３１０を示す。
【００８２】
　図７には、本発明の一つの実施態様の形状記憶ケミカルメカニカル研磨パッドの平面図
が示されている。特に、図７は、Ｘ－Ｙグリッドパターンにある複数の直線状の溝３２５
の溝パターンを有する研磨面３２２を有する形状記憶ケミカルメカニカル研磨パッド３２
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０を示す。
【００８３】
　図８には、本発明の一つの実施態様の形状記憶ケミカルメカニカル研磨パッドの平面図
が示されている。特に、図８は、複数の穿孔３３８と複数の同心円形溝３３５との組み合
わせを有する研磨面３３２を有する形状記憶ケミカルメカニカル研磨パッド３３０を示す
。
【００８４】
　図９には、本発明の一つの実施態様の形状記憶ケミカルメカニカル研磨パッドの平面図
が示されている。特に、図９は、複数の穿孔３４８を有する研磨面３４２を有する形状記
憶ケミカルメカニカル研磨パッド３４０を示す。
【００８５】
　図１０には、半導体ウェーハを研磨するための、本発明の一つの実施態様の形状記憶ケ
ミカルメカニカル研磨パッドを使用する研磨機が示されている。特に、図１０は、研磨装
置１００を、中心軸１１２、研磨面１１８を有する研磨層１１６及びベース層１１４を有
する形状記憶ケミカルメカニカル研磨パッド１１０とともに示す。図１０はさらに、ベー
ス層１１４が固着されている研磨プラテン１２０を示す。研磨プラテン１２０は、研磨パ
ッド１１０の中心軸１１２と一致する中心軸１２５を有する。研磨装置１００はさらに、
中心軸１３５を有するウェーハキャリヤ１３０を含む。ウェーハキャリヤ１３０は半導体
ウェーハ１５０を担持する。ウェーハキャリヤ１３０は、ウェーハキャリヤを研磨パッド
１１０に対して側方に動かすための平行移動アーム１４０に取り付けられている。ウェー
ハキャリヤ１３０及びプラテン１２０（これに研磨パッド１１０が取り付けられる）は、
それぞれの中心軸を中心に回転し、研磨面１１８と半導体ウェーハ１５０との動的接触を
促進するように設計されている。
【００８６】
　図１１には、本発明の一つの実施態様の形状記憶ケミカルメカニカル研磨パッドを研磨
媒（たとえば研磨スラリー）とともに使用する研磨装置が示されている。特に、図１１は
、研磨面２１４及び外周２１５を有する単層形状記憶ケミカルメカニカル研磨パッド２１
０を含む装置２００を示す。研磨パッド２１０はプラテン２２０と対面している。研磨パ
ッド２１０は、プラテン２２０の中心軸２２５と一致する中心軸２１２を有する。装置２
００はさらに、中心軸２３５を有するウェーハキャリヤ２３０を含む。ウェーハキャリヤ
２３０は半導体ウェーハ２５０を保持する。装置２００はさらに、研磨媒２６０及び研磨
媒を研磨面２１４上に小出しするためのスラリーディスペンサ２７０を含む。半導体ウェ
ーハ２５０の研磨中、プラテン２２０及び研磨パッド２１０はそれぞれの中心軸を中心に
回転し、ウェーハキャリヤはその中心軸を中心に回転する。研磨中、研磨パッド及びウェ
ーハは互いに動的に接触し、研磨媒がシステムに導入されて半導体ウェーハと研磨パッド
の研磨面との間を通過することができる。
【００８７】
　次に、本発明のいくつかの実施態様を以下の実施例で詳細に説明する。
【００８８】
実施例１：形状記憶研磨パッド
　市販の充填材入りポリウレタン研磨パッド（Rohm and Haas Electronic Materials CMP
社からIC1000（登録商標）として市販）から試料を調製した。試料は、IC1000（登録商標
）パッドから打ち抜いた直径約１２．７mmの円板を含むものであった。
【００８９】
実施例２：形状記憶研磨パッド材料調製
　グリセロールプロポキシレート（平均Ｍｎ約２６６）２２７g、
　ポリテトラヒドロフラン（平均Ｍｎ約６５０）２７９g、及び
　ポリカルボジイミド修飾ジフェニルメタンジイソシアネート（The Dow ChemicalCompan
yからIsonate（登録商標）143Lとして市販）４９４g
を約５０℃及び大気圧で混合することによって形状記憶ポリマーマトリックス材料を調製
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した。そして、この混合物に対し、非接触遊星形高剪断ミキサを２０００rpmで使用して
、中空の弾性ポリマー微小球（Akzo NobelからExpancel（登録商標）551DEとして市販）
１８gをブレンドして、微小球を形状記憶マトリックス材料中に均一に分散させた。そし
て、最終混合物を、２．５４mm離間した２枚の平坦なガラス面の間に流し込み、形成した
直径約２５４mmの流し込みシートを約１０分間ゲル化させた。
【００９０】
　そして、厚さ２．５４mmの流し込みシートをガラス面とともに硬化炉に入れ、約１０５
℃で約１６～１８時間硬化させた。そして、硬化したシートを、シート温度が約２５℃に
なるまで室温で約８時間冷やした。
【００９１】
実施例３：形状記憶研磨パッド材料調製
　グリセロールプロポキシレート（平均Ｍｎ約２６６）２１６g、
　ポリ（カプロラクトン）ジオール（平均Ｍｎ約７７５）３１５g、及び
　ポリカルボジイミド修飾ジフェニルメタンジイソシアネート（The Dow ChemicalCompan
yからIsonate（登録商標）143Lとして市販）４９６g
を約５０℃及び大気圧で混合することによって形状記憶ポリマーマトリックス材料を調製
した。そして、この混合物に対し、非接触遊星形高剪断ミキサを２０００rpmで使用して
、中空の弾性ポリマー微小球（Akzo NobelからExpancel（登録商標）551DEとして市販）
１８gをブレンドして、微小球を形状記憶マトリックス材料中に均一に分散させた。そし
て、最終混合物を、２．５４mm離間した２枚の平坦なガラス面の間に流し込み、形成した
直径約２５４mmの流し込みシートを約１０分間ゲル化させた。このシートを実施例２と同
様に硬化させた。
【００９２】
実施例４：貯蔵弾性率対温度計測
　Rohm and Haas Electronic Materials CMP社から市販のIC1000（登録商標）研磨パッド
で使用されている形状記憶ポリマーマトリックス組成物（ただし、Expancel（登録商標）
材料を添加していない）に関して、動的機械分析装置（ＤＭＡ、TA InstrumentsのQ800モ
デル）を使用して、貯蔵弾性率（MPa）対温度（℃）曲線をプロットした。プロットした
曲線を図１２に示す。
【００９３】
実施例５：貯蔵弾性率対温度計測
　実施例２及び３と同様に調製した形状記憶ポリマーマトリックス組成物（ただし、Expa
ncel（登録商標）材料を添加していない）に関して、機械分析装置（ＤＭＡ、TA Instrum
entsのQ800モデル）を使用して、貯蔵弾性率（MPa）対温度（℃）をプロットした。プロ
ットした曲線を図１３に示す。
【００９４】
実施例６：稠密化状態にある研磨パッドの調製
　実施例１にしたがって調製した形状記憶ケミカルメカニカル研磨パッド試料をインスト
ロン試験機の直径２”上下プラテンの間に配置した。内部温度が制御可能である加熱チャ
ンバが、プラテン及び試料パッドをわたす空間を包囲した。試料パッドを１２０℃で２０
分間加熱し、プラテンを使用して軸方向力を試料パッドに加えた。この軸方向力は、試料
パッドをその本来の厚さの約５０％まで圧縮するのに十分な公称圧力を試料パッドに加え
た。試料パッドに加えられた公称圧力は約１，０００～５，０００psiであった。圧力を
維持しながら試料パッドを室温まで冷やして、その中の形状記憶マトリックス材料をプロ
グラム形状でセットし、稠密化状態にある試料パッドを得た。
【００９５】
実施例７：稠密化状態にある研磨パッドの提供
　実施例２及び３にしたがって製造したシートから直径１２．５mmの試料パッドを打ち抜
いた。そして、その試料パッドをインストロン試験機（Instron Tester）の直径２”上下
のプラテンの間に配置した。内部温度が制御可能である加熱チャンバが、プラテン及び試
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料パッドをわたす空間を包囲した。そして、試料パッドを９０℃で２０分間加熱し、プラ
テンを使用して軸方向力を試料パッドに加えた。この軸方向力は、試料パッドをその本来
の厚さの約５０％まで圧縮するのに十分な公称圧力を試料パッドに加えた。軸方向力によ
って試料パッドに加えられた圧力は約１，０００～５，０００psiであった。この加えら
れた圧力を維持しながら試料パッドを室温まで冷やして、試料パッド中の形状記憶マトリ
ックス材料をプログラム状態でセットし、稠密化状態にある試料パッドを得た。
【００９６】
実施例８：研磨パッドの復元状態への復元
　実施例６にしたがって調製した稠密化状態にある研磨パッド試料を炉中１２０℃で１０
～２０分間加熱した。そして、各研磨パッド試料の厚さを計測した。各研磨パッド試料は
、復元状態に転移していることが認められ、最大全復元厚さ＞本来の厚さの９９％であっ
た。
【００９７】
実施例９：研磨パッドの復元状態への復元
　実施例７にしたがって調製した稠密化状態にある研磨パッド試料を炉中９０℃で１０～
２０分間加熱した。そして、各研磨パッド試料の厚さを計測した。各研磨パッド試料は、
復元状態に転移していることが認められ、最大全復元厚さ＞本来の厚さの９９％であった
。
【００９８】
実施例１０：稠密化状態にある形状記憶研磨パッドの調製
　市販のIC1000（登録商標）研磨パッドから直径２０３mmの形状記憶研磨パッドを打ち抜
いた。そして、その形状記憶研磨パッドを２枚の直径２５４mm、厚さ１２．７mmの平坦な
硬化鋼プレートの間に配置し、１５０トンHannifin３７”×３６”下向き作用４ポスト液
圧プレスの下プラテンの上に配置した。形状記憶研磨パッドの温度が１２０℃に達するま
で上下のプラテンを６０分超の間、電気加熱した。そして、形状記憶研磨パッドに対して
１，０００～５，０００psiの圧力を加える軸方向力の下、形状記憶研磨パッドを本来の
厚さの約５０％まで圧縮した。この加えられた圧力を維持しながら形状記憶研磨パッドを
室温まで冷やして、その中の形状記憶材料をプログラム形状にセットし、稠密化状態にあ
る形状記憶研磨パッドを得た。
【００９９】
実施例１１：熱コンディショニングを使用する形状記憶研磨パッドによる研磨
　Center for Tribology社のケミカルメカニカルデスクトップ研磨機で以下の実験を実施
した。研磨機を、ダウンフォース２．４psi、研磨溶液流量５０cc/min、プラテン速度１
６０rpm及びキャリヤ速度１６０rpmにセットした。使用した研磨媒は、Rohm and Haas El
ectronic Materials CMP社から市販の銅ＣＭＰ用EPL2362スラリーであった。これらの実
験に使用したウェーハは、SilyBから市販の、厚さ１５，０００Åの電気めっき銅層を有
する１００mmシリコン基材ウェーハであった。ウェーハを研磨して銅を除去した。本明細
書で報告する銅除去速度（Å/min）は、上記条件下でウェーハを２分間研磨したのちサブ
ミリグラム化学天秤（AINSWORTHモデル番号CC-204）を使用するウェーハ重量損計測を使
用して測定した。
【０１００】
　市販のIC1000（登録商標）研磨パッドから打ち抜いた直径２０３mmの対照パッドを使用
して研磨試験を実施した。対照パッドは、その本来の状態で使用した（すなわち、稠密化
状態に転移させなかった）。１３枚のウェーハを研磨したのち、ダイヤモンドディスクコ
ンディショニングを使用して対照パッドの表面を再生したことに注意されたい。本来の状
態にある対照パッドをダイヤモンドディスクコンディショニングとともに使用して実施し
た研磨試験に関する除去速度対ウェーハ枚数データを図１４に示す。
【０１０１】
　そして、実施例１０で記載した工程を使用して得られた稠密化状態に転換された市販の
IC1000（登録商標）研磨パッドを使用して研磨試験を実施した。稠密化状態にある研磨パ
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１分間接触させることにより、稠密化状態にある研磨パッドの研磨面を加熱した。この１
分間、電気制御ホットプレート（Corning番号PC-220）を使用し、研磨面と接触した黄銅
プレートの表面温度をモニタリングしながら黄銅プレートの加熱を継続した。試験パッド
の研磨面の加熱は、研磨パッドのうち、研磨面に隣接する部分を復元状態に転移させたが
、研磨パッドの厚さの残り部分は稠密化状態にとどまった。そして、研磨パッドを使用し
て１３枚のウェーハを研磨した。そして、上記の工程を使用して研磨パッド表面を再び加
熱して、研磨パッドのうち、研磨面に隣接するもう一つの部分を復元状態に転移させた。
そして、そのパッドを使用して１４枚目のウェーハを研磨した。稠密化状態にある研磨パ
ッドを熱コンディショニングとともに使用して実施した研磨試験に関する除去速度対ウェ
ーハ枚数データを図１５に示す。
【図面の簡単な説明】
【０１０２】
【図１】本発明の研磨層を本来の状態及び稠密化状態で比較して示す立面図である。
【図２】本発明の研磨層を本来の状態、稠密化状態及び部分復元状態で比較して示す立面
図である。
【図３】本発明の一つの実施態様の形状記憶ケミカルメカニカル研磨パッドの立面図であ
る。
【図４】本発明の一つの実施態様の形状記憶ケミカルメカニカル研磨パッドの斜視図であ
る。
【図５】研磨面の溝パターンを示す、本発明の一つの実施態様の形状記憶ケミカルメカニ
カル研磨パッドの平面図である。
【図６】研磨面の溝パターンを示す、本発明の一つの実施態様の形状記憶ケミカルメカニ
カル研磨パッドの平面図である。
【図７】研磨面の溝パターンを示す、本発明の一つの実施態様の形状記憶ケミカルメカニ
カル研磨パッドの平面図である。
【図８】研磨面における穿孔と溝パターンとの組み合わせを示す、本発明の一つの実施態
様の形状記憶ケミカルメカニカル研磨パッドの平面図である。
【図９】研磨面における複数の穿孔を示す、本発明の一つの実施態様の形状記憶ケミカル
メカニカル研磨パッドの平面図である。
【図１０】本発明の形状記憶ケミカルメカニカル研磨パッドを使用して半導体ウェーハを
研磨する研磨機の図である。
【図１１】本発明の形状記憶ケミカルメカニカル研磨パッドを研磨スラリーとともに使用
して半導体ウェーハを研磨する研磨装置の図である。
【図１２】市販のIC1000（登録商標）研磨パッドで使用されている組成物に関する貯蔵弾
性率対温度曲線を示すグラフである。
【図１３】二つの研磨パッド組成物に関する貯蔵弾性率対温度曲線を示すグラフである。
【図１４】ダイヤモンドディスクコンディショニングを使用しながら本来の状態にある市
販のIC1000（登録商標）研磨パッドを使用した場合の、除去速度対研磨ウェーハ枚数のグ
ラフ表示である。
【図１５】熱コンディショニングを使用しながら稠密化状態にあるIC1000（登録商標）研
磨パッドを使用した場合の、除去速度対研磨ウェーハ枚数のグラフ表示である。



(21) JP 5340668 B2 2013.11.13

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】 【図６】



(22) JP 5340668 B2 2013.11.13

【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】

【図１１】



(23) JP 5340668 B2 2013.11.13

【図１２】

【図１３】

【図１４】

【図１５】



(24) JP 5340668 B2 2013.11.13

10

フロントページの続き

(72)発明者  ラビチャンドラ・ブイ・パラパルティ
            アメリカ合衆国、デラウェア　１９７０２、ニューアーク、キャパノ・ドライブ　１１、エイ３

    審査官  五十嵐　康弘

(56)参考文献  特開平０３－１８２２８３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０８－３２３６１４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０００－３４４９０２（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｂ２４Ｂ　　３７／００　－　３７／３４　　　
              Ｃ０８Ｊ　　　５／１４　　　　
              Ｈ０１Ｌ　　２１／３０４　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

